
対　　象　・初めて農業所得の収支内訳書を作成する方
　　　　　・ご自分で農業所得の収支内訳書を作成することが困難な方

受付時間　午前９時～正午／午後１時～４時　※両津地区の海府・岩首
連絡所は午前10時からの受付になります。

持参するもの
　○農業収入額等のわかるもの（農協通帳、補助金の内訳書など）

　　※通帳は平成22年1月1日～12月31日まで記帳してお持ちください。

　○経費の明細がわかるもの（農薬、肥料等の領収書など）

　○農業機械等の取得費、取得日がわかるもの（販売証明書、領収書など）

　○電卓、筆記用具、印鑑など

　○ＪＡ申告支援システムの打ち出し（封筒に入っていたものすべてお

持ちください）

　　※ＪＡ申告支援システムは1月20日までに送付される予定ですの

で、それが届いてから作成会へお越しください。

お問い合わせ　市役所税務課 市民税係　☎63－5110

農業用軽油免税証の交付申請
期限は１月28日（金）です
　平成23年春以降に、トラクター・
コンバイン等の農業機械に免税軽油
を使用するための「農業用軽油引取
税免税証」の交付申請期限は、平成
23年1月28日（金）です。
　申請が遅れますと、春の作業までに交付
できない場合があります。お早めに申請し
てください。
　手続き等ご不明な点がありました
ら、下記までご相談ください。
お問い合わせ　
　佐渡地域振興局県税部　課税課
　（免税軽油担当）　☎74―3212

国民年金保険料の社会保険料控除証明書
　　申告には「訂正版」をご使用ください
　日本年金機構から、平成22年分の国民年金保険料の控除
証明書（ハガキ）が送付されていますが、証明者の官印
（印影）が間違って
おり、「訂正版」を
再送付しています。
　申告時には、「訂
正版」と記載された
ものを使用するよう
お願いします。

農業所得収支作成会
日程・会場

※会場はかなりの混雑が予想されますので、ご自分で作成できる方は

　なるべくご遠慮ください。
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佐渡島開発
総合センター
２階　会議室

海府連絡所
岩首連絡所

この3日間は、
調査票と
小作料申告の
受付のみです。

両津地区 相川地区 国中地区 南部地区

相川支所　
2階
第１応接室

相川支所　
2階
第１応接室

市役所
会議室棟
第２会議室 小木地区公民館

１階  第２会議室

羽茂農村環境
改善センター
１階　
多目的ホール

赤泊行政サービス
センター(赤泊総合
文化会館)
２階　第２会議室

国民年金保険料の
控除証明書

注目！ 訂正版 と記載され
ています。
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